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今
定
例
会
で
は
、「
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例
」や「
祇
園
保
育
所

の
指
定
管
理
者
の
指
定
」な
ど
、27
議
案
が
市
長
か
ら
、ま
た
、議
員
提

出
議
案
と
し
て「
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
等
を
求
め
る
意
見
書
」が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。議
長
を
除
く
21
人
の
議
員
で
の
採
決
の
結
果
、原

案
の
と
お
り
同
意
・
認
定
・
可
決
し
ま
し
た
。な
お
、平
成
24
年
度
決
算

は
、総
務
経
済
・
文
教
厚
生
・
建
設
環
境
の
各
常
任
委
員
会
で
審
査
を
行

い
ま
し
た
。決
算
審
査
の
内
容
は
、４
ペ
ー
ジ
か
ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

９月定例会
9月2日～30日

主
な
議
案
審
議

９月定例会のポイント

市内の既存工場を守る市内の既存工場を守る
　　工場立地法地域準則条例　　工場立地法地域準則条例
　工場立地法は、高度成長期に発生した公害問
題に対応するため、昭和49年に施行され、緑地
などの確保が義務付けられました。その後、公害
を抑制する技術は向上しましたが、近年、企業の
海外進出などの動きで雇用面などに影響が出て
きました。昨年４月、工場立地法の権限が市に移
譲され、市が緑地面積率などを独自に制定でき
るようになったため、条例を定めたものです。
　条例では、9,000㎡以上の工場で20％以上必
要だった緑地面積率を10％～15％にすること
で、これまで難しかった工場の増改築や新設が
可能となることから、企業が活性化し、新たな雇
用促進などにつながるものと期待されます。この
条例は、来年１月１日から施行されます。

◆
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例

工
場
立
地
法
の
改
正
に
伴
い
緑
地

の
面
積
率
な
ど
を
定
め
る
も
の

《
総
員
賛
成
で
原
案
可
決
》

Ｑ　

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ

と
で
、近
隣
市
と
比
べ
て
狭
山

市
の
位
置
付
け
は
ど
う
な
る
か
。

Ａ　

土
地
利
用
の
ハ
ー
ド
面
で

条
例
を
制
定
す
る
の
は
県
内
初

と
な
る
。ソ
フ
ト
面
で
の
企
業

立
地
奨
励
金
事
業
と
合
わ
せ
て

実
施
し
て
い
る
の
は
、県
内
で

は
狭
山
市
だ
け
で
あ
り
、今
後

の
企
業
の
活
性
化
に
大
き
な
進

展
を
期
待
し
て
い
る
。

が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、環
境

目
標
の
整
合
は
図
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

◆
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
額

の
特
例
に
関
す
る
条
例

《
賛
成
多
数（
18
名
）で
原
案
可
決
》

Ｑ　

来
年
３
月
ま
で
の
期
間
で
、

全
体
で
の
給
与
の
削
減
額
は
。

Ａ　

人
件
費
の
削
減
総
額
は
、

特
別
職
も
含
め
て
約
１
億
８
１

７
５
万
６
千
円
で
あ
る
。

Ｑ　

給
与
減
額
は
人
事
院
勧
告

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、

職
員
の
給
料
を
減
額
す
る
上
で
、

市
長
の
基
本
的
な
考
え
は
。

Ａ　

国
は
、今
年
度
の
交
付
税
の

算
定
で
も
職
員
給
与
額
の
減
額

を
前
提
に
し
て
い
る
。市
民
生

活
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
、事

務
事
業
を
進
め
る
た
め
に
は
影

響
額
を
職
員
給
与
で
補
わ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
か
ら
、特
例
減

額
を
実
施
す
る
も
の
。

反
対
討
論

日
本
共
産
党　

広
森　

す
み
子

◆
子
ど
も･

子
育
て
会
議
条
例

《
総
員
賛
成
で
原
案
可
決
》

Ｑ　

法
律
に
規
定
さ
れ
る
具
体

的
な
事
務
は
。

Ａ　

幼
稚
園
、保
育
所
、認
定
こ

ど
も
園
、家
庭
的
保
育
や
事
業

所
内
保
育
な
ど
の
利
用
定
員
の

設
定
、子
ど
も・
子
育
て
支
援
事

業
計
画（
来
年
度
策
定
）に
意
見

を
述
べ
る
こ
と
な
ど
。

Ｑ　

現
在
の
次
世
代
育
成
支
援

対
策
地
域
協
議
会
の
委
員
を
移

行
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、保
護

者
の
意
見
反
映
は
十
分
な
の
か
。

Ａ　

子
育
て
関
係
者
の
参
加
に

配
慮
す
る
と
の
考
え
方
に
基
づ

き
、幅
広
い
分
野
か
ら
選
出
さ

れ
て
お
り
、公
募
に
よ
る
子
育

て
経
験
者
も
い
る
こ
と
か
ら
保

護
者
の
意
見
も
含
ま
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

◆
市
立
祇
園
保
育
所
の
指
定
管

理
者
の
指
定

《
賛
成
多
数（
17
名
）で
原
案
可
決
》

Ｑ　

実
績
40
年
の
法
人
で
は
な

く
、実
績
７
年
の
法
人
を
選
ん

だ
理
由
は
な
ぜ
か
。　

Ａ　

受
託
能
力
、提
案
内
容
、管

理
運
営
費
の
３
つ
の
内
容
に
、

実
績
年
数
も
加
味
し
て
総
合
的

に
評
価
し
た
結
果
で
あ
る
。

Ｑ　

こ
の
事
業
者
が
選
定
さ
れ

た
一
番
大
き
な
理
由
は
何
か
。

Ａ　

法
人
本
部
が
会
計
処
理
や

人
事
採
用
な
ど
を
サ
ポ
ー
ト
し
、

現
場
が
保
育
所
業
務
に
専
念
で

き
る
体
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、

施
設
長
に
は
、保
育
所
運
営
に

た
け
た
公
立
保
育
所
の
所
長
経

験
の
あ
る
方
の
配
置
、ま
た
保

育
課
程
や
保
育
計
画
が
狭
山
市

の
公
立
保
育
所
と
近
い
こ
と
で
、

保
護
者
が
望
む
保
育
の
継
承
を

ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
、よ

り
期
待
で
き
る
こ
と
な
ど
が
評

価
さ
れ
た
。

Ｑ　

現
在
、祇
園
保
育
所
に
は

常
勤
対
応
の
臨
時
職
員
は
何
名

い
る
の
か
。ま
た
指
定
管
理
者

へ
の
雇
用
を
ど
う
考
え
る
か
。

Ａ　

臨
時
保
育
士
は
５
名
。意

向
調
査
を
し
て
お
り
、希
望
者

は
指
定
管
理
者
に
雇
用
し
て
も

ら
え
る
よ
う
支
援
し
た
い
。

反
対
討
論

日
本
共
産
党　

大
沢　

え
み
子

◆
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

《
賛
成
多
数（
18
名
）で
原
案
可
決
》

Ｑ　

祇
園
保
育
所
の
指
定
管
理

料
が
、25
年
度
か
ら
30
年
度
ま

で
８
億
７
千
万
円
だ
が
、指
定

管
理
し
な
い
直
営
の
場
合
で
は
、

ど
の
く
ら
い
の
金
額
が
か
か
る

の
か
。

Ａ　

直
営
の
場
合
は
、人
件
費

を
含
め
５
年
間
で
約
11
億
９
１

０
０
万
円
と
見
込
ん
で
い
る
。

指
定
管
理
で
は
、単
年
度
で
６

４
０
０
万
円
程
度
の
コ
ス
ト
削

減
の
財
政
効
果
が
見
込
ま
れ
る
。

議
員
提
出
議
案

◆
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
等

を
求
め
る
意
見
書（
第
２
号・
７

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

提
出
議
員　
　
　

小
谷
野　

剛

《
総
員
賛
成
で
原
案
可
決
》

Ｑ　

な
ぜ
こ
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
市
独
自
の

地
域
準
則
条
例
を
制

定
し
た
の
か
。

Ａ　

昨
年
４
月
に
工

場
立
地
法
の
事
務
が

県
か
ら
市
に
権
限
移

譲
を
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
、市
内
の
企
業

か
ら
、施
設
の
増
設

な
ど
の
際
に
工
場
立

地
法
の
緑
地
率
な
ど

の
負
担
が
支
障
と

な
っ
て
い
る
な
ど
の

相
談
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、救

済
方
法
に
つ
い
て
庁
内
で
検
討

を
重
ね
て
き
た
も
の
。

Ｑ　

緑
地
の
確
保
は
市
で
も
目

標
を
掲
げ
て
い
る
中
、環
境
分

野
と
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に

図
っ
て
い
る
の
か
。

Ａ　

施
設
の
新
設・
増
設
や
改

修
の
際
に
は
、省
エ
ネ
ル
ギ
ー
や

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入

な
ど
、温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減

市議会を傍聴しませんか
　市議会は、本会議、委員会とも傍聴
できます。皆さんぜひお越しくださ

い。なお、12月
定例会の予定
は、16ページ
のとおりです。

　
　

そ
の
他
の
議
案　
《
い
ず
れ
も
原
案
可
決・同
意
》

◆
条
例
の
制
定
◇
市
長
、副
市
長
及
び
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給

料
の
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例　

◆
条
例
の
一
部
改
正
◇
公
益
的

法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例 

◇
職
員
等
の
旅
費

に
関
す
る
条
例　

◆
25
年
度
補
正
予
算
◇
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計 

◇
狭
山
市
駅
東
口
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計 

◇
介
護
保

険
特
別
会
計 

◇
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計 

◇
水
道
事
業
会
計 

◇
下
水
道
事
業
会
計　

◆
24
年
度
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益
剰

余
金
の
処
分　

◆
24
年
度
下
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益
剰
余
金

の
処
分　

◆
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
意
見
を
求
め
る
こ

と（
木
村
愛
子
氏
、大
野
和
子
氏
、田
口
サ
ヨ
子
氏
、宮
岡
利
治
氏
）

地
方
交
付
税
の
削
減
に
よ
る

影
響
に
対
処
す
る
た
め
給
与

を
減
額
す
る
も
の

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
規

定
に
基
づ
き
事
務
を
処
理
す
る

た
め
に
会
議
を
設
置
す
る
も
の

祇
園
保
育
所
の
管
理
に
関
し
て

指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
も
の

工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例

工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例

  
市
内
企
業
の
活
性
化
を
支
援

市
内
企
業
の
活
性
化
を
支
援

Point！


